
北海道総合計画の指標について   
【基本的な考え方】 
北海道総合計画は、長期的な展望に立って、道の政策の基本的な方向を総合的に示すものであり、

個別具体的な施策・事業については、総合計画が示す政策の基本的な方向に沿って策定する特定分野

別計画などに委ね、一体で推進することにより、実効性を確保することとしている。 
このため、総合計画で設定している指標については、特定分野別計画などの指標と整合を図る必要

があることから、特定分野別計画の改定等に当たっては、関係部局と事前に協議し、協議が整ったも

のについて、指標の目標値を変更することとする。 
なお、変更の時期は、特定分野別計画の改定等と同時とする。   
＜計画の一体的な推進・管理＞                     
＜平成２９年度の特定分野別計画の改定等＞  「北海道医療計画」、「北海道観光のくにづくり行動計画」など５２計画  
＜平成２９年度に検討を要する指標＞  「小児科医師数（小児人口１万人当たり）」、「道外からの観光入込客数（うち外国人）」など３８指標 

北海道総合計画（Ｈ２８～Ｈ３７） 
長期的な展望に立って道の政策の基本的な方向を総合的に示す計画 

＜指標＞めざす姿と目標の「見える化」を図るため、 
政策体系に沿って７３の指標を設定 

 
○北海道創生総合戦略 
○北海道強靭化計画 

重点戦略計画  
○保健・医療・福祉、環境、 
経済・産業、エネルギー、 
教育など分野ごとの具体的 
な政策を推進する計画 
特定分野別計画  

○連携地域別政策展開方針 地域計画 
一体的な推進・管理 
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